
介護保険の自己負担割合について

　年金収入＋その他の合計所得金額の合計額

　年金収入＋その他の合計所得金額の合計額
　　単身世帯…２８０万円以上３４０万円未満
　　65歳以上の方が２人以上の世帯…３４６万円以上

　本人の 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ４６３万円未満

　※４０歳から６４歳の方は、所得にかかわらず１割負担です。

　（参考）
　　年金所得金額
　　１６０万円以上…年金収入２８０万円以上　　　　２２０万円以上…年金収入３，４３３，３３４円以上

（利用者負担判定の流れ）

　介護保険制度を持続可能なものとし、世代内・世代間の負担の公平、負担能力に
応じた負担を求める観点から、負担能力のある方の介護サービスを利用するときの
自己負担割合は下記のとおりになります。

方

65
歳

　２２０万円未満

　本人の

（ケアマネージャー）及び介護サービス提供事業者に提示してください。
　また、現在介護サービスを利用されていない方は、「介護保険被保険者証」と一
緒に保管してください。

◎負担割合証を提示してください。

　「介護保険負担割合証」の有効期間は、８月１日から翌年の７月３１日までで、
毎年更新します。特に手続きをしなくても、新しい負担割合証は７月中旬以降に郵
送します。

以
上
の

　　単身世帯…３４０万円以上

　介護サービスを利用されている方は、「介護保険負担割合証」を介護支援専門員

　　65歳以上の方が２人以上の世帯…３４６万円未満

　市民税非課税者

　合計所得金額が
　１６０万円未満

　介護サービスを利用するときの負担割合は、前年の所得に応じて毎年８月に判定
します。
　そのため、新しい負担割合は、８月１日から適用になります。

◎介護サービスを利用するときの負担割合は毎年判定します。

◎毎年８月に更新します。

　　単身世帯…２８０万円未満
　年金収入＋その他の合計所得金額の合計額

　本人の

　２２０万円以上

　　65歳以上の方が２人以上の世帯…３４６万円以上

　合計所得金額が

　年金収入＋その他の合計所得金額の合計額
　１６０万円以上

　　65歳以上の方が２人以上の世帯…４６３万円以上　合計所得金額が

　　単身世帯…２８０万円以上
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